
現市庁舎街区活用事業（旧市庁舎街区）における 

都市景観アドバイザー制度の活用について（報告） 

 
１ 経緯と今後の進め方 資料５－２、参考：資料５－３ 

 JR 関内駅前の旧市庁舎街区では、事業者公募前に、当該街区の活用に期待する方向性や

イメージを伝えるため「関内駅周辺地区エリアコンセプトブック（以下、ACB）」を策定しま

した。景観に関する項目について、都市美対策審議会においてご意見をいただきました。 

事業予定者決定後は、関内駅前特定地区の景観計画等の変更について政策検討部会にお

いてご意見をいただき変更案をまとめており、今後、変更の手続きを進めていきます。 

旧市庁舎街区の計画については、特定都市景観形成行為（建物高さ 45ｍ以上）となるた

め、今後も引き続き政策検討部会においてご意見をいただくとともに、都市景観アドバイザ

ー制度を活用しながら、市と事業者で景観協議を進めていきます。 

 

 

２ 関内駅周辺地区における事業（検討も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料５－１ 



３ 地区の位置づけと主な協議事項 資料５－４：都市景観協議地区「行為指針」（変更案） 

 

主な協議事項 行為指針（該当箇所） 

●ゆとりある歩行者空間と設え 

●低層部における賑わいの創出 

●駅前空間や広場 

●敷地内緑化（「緑の軸線」） 

●関内地区の街並みへの配慮  

●歴史的建造物への配慮 

●中高層のデザイン（圧迫感の軽減、眺望景観） 

●夜間景観 

●広告景観 

【行為指針１(1)】 

【行為指針１(2)】 

【行為指針１(3)】 

【行為指針１(4)】 

【行為指針１(5)】 

【行為指針１(6)】 

【行為指針１(7)、(8)】 

【行為指針１(9)】 

【行為指針１(10)】 

 

 

４ 計画の概要 資料５－５ 

  



旧市庁舎街区（現市庁舎街区活⽤事業）のこれまでの経緯等
２ 景観計画・都市景観協議地区における「関内駅前特定地区」の設定

資料５－２

これまで景観計画等では、市庁舎を景観形成上の核として「市庁舎前⾯特定地区」を定め景観誘
導を⾏ってきました。

市庁舎移転後は、関内地区の⽞関⼝である関内駅に⾯した地区として、「市庁舎前⾯特定地区」
と「関内駅前準特定地区」が⼀体となった「関内駅前特定地区」とし、駅前にふさわしい景観形成
基準等を定めます。

１ これまでの経緯

地区計画の範囲（市素案）

３ 関内駅前地区 地区計画について

関内駅前では、市庁舎移転後のまちづくりを推進
するため、景観計画等の変更と並⾏して「関内駅前
地区 地区計画」を新たに定めます。

これによって、地区内への「国際的な産学連携」
「観光・集客」機能の誘導や地区施設の配置などを
⾏います。

地区計画の形態意匠の制限においては、地区全体
の調和に配慮することを定めます。
（具体的な制限は景観計画において定めます。）

（参照）別紙２

Ｃ地区

◇“景観計画”と“地区計画の形態意匠制限”の関係

・建物の低層部・中⾼層部の形態意匠
・⼯作物の形態意匠
・⾊彩・マンセル値

などを定めます。

●景観計画 ●地区計画

地区全体への調和を図るよう配慮す
ること

を定めます。

景観計画と地区計画（形態意匠制限）は、定める内容が重複するため、詳細を景観計画で定めること
とします。

関内駅前準特定地区

市庁舎前⾯特定地区
関内駅前特定地区

関内駅前特定地区市庁舎前⾯特定地区 及び 関内駅前準特定地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ｄ地区

Ｅ地区

R3.7頃 都市美親会

R3.9頃
⼟地貸付契約等

R4年度
建築⼯事着⼯

R3.9頃 景観計画・都市
景観協議地区 変更告⽰

■第124回 都市美対策審議会＜平成30年３⽉７⽇＞現市庁舎街区等
活⽤事業
審査委員会

公募開始
（ACB公表）

＜平成31年１⽉11⽇＞

事業予定者の
決定

＜令和元年９⽉４⽇＞

■第125回 都市美対策審議会＜平成30年７⽉13⽇＞

■第47回 景観審査部会＜平成30年12⽉11⽇＞
現市庁舎街区等
活⽤事業
審査委員会

ACBの市⺠意⾒募集

ACB景観部分の
意⾒聴取

ACBでは、第1 章において、「関内駅周辺地区の新たなまちづくり」を示し、
第２章において、現市庁舎街区の公募の提案者に向けたメッセージとして、募集
要項と連動した複数の望ましい活用イメージ例など「現市庁舎街区活用に期待す
るもの」を示しました。

ACB景観部分の
意⾒聴取

＜第２章＞
〇現市庁舎街区に求める役割

－「国際的な産学連携」「観光・集客」のイメージ
〇歩⾏者動線と広場

－期待される配置 や 使い⽅のパターン
〇横浜らしいまちなみ景観

－遠景・近景の視点、緑の配置と演出、形態意匠、
現市庁舎建物を活⽤する場合の⼿法

〇関内駅周辺地区のマネジメント
－体制の考え⽅ や 活動の例⽰

景観計画等
の変更

■第18回 政策検討部会＜令和元年10⽉10⽇＞
…背景や変更内容の⽅向性を確認

審議
■第19回 政策検討部会＜令和元年11⽉28⽇＞

…景観計画及び都市景観協議の内容の審議

■第20回 政策検討部会＜令和２年１⽉28⽇＞
…景観計画及び都市景観協議の内容の報告

R3.4頃 原案説明会

旧市庁舎街区景観計画等の変更

︿
今
後
の
予
定
﹀

R3.8頃 都市計画審議会

地区計画の変更

都市計画原案の縦覧

都市計画案の縦覧

政策検討部会

政策検討部会

【本⽇】
政策検討部会

都市計画決定の告⽰



■景観形成基準

・関内駅南⼝前の道路の整備に関する事項を⼀部変更します。
・関内駅南⼝前の道路占有許可の基準を⼀部変更します。

○今後の関内地区における“建築物の最高高さ”の見直しについて

今後、関内地区における“建築物の最高高さ”の見直しにつ
いては、これまでの関内の景観形成の考え方は踏まえつつ、景
観上の貢献に加え、まちづくり上重要な空間（広場等）の確保
や特別な機能の誘導など、高さ以外のまちづくりに対する貢献
も総合的に判断した上で、土地利用の動きに応じて見直しを検
討します。

その際、どのような地区を目指すのかを、市民意見募集や都
市美対策審議会の意見聴取を経て、地区のまちづくりの方針等
に示し、最終的には地区計画として都市計画決定します。

道路再整備のイメージ▶

■歩⾏者ネットワーク街路の指定
ⅰ.将来の港町⺠間街区のまちづくりを⾒据え、市庁舎街区と

港町⺠間街区の間の道路に賑わいの創出を誘導するため、
新たに歩⾏者ネットワーク街路（商業）に位置付けます。

ⅱ.みなと⼤通りの道路再整備や市庁舎街区の計画に合わせて、
連続した賑わいを誘導するために、新たに重点歩⾏者ネット
ワーク街路に指定します。

■壁⾯の位置の指定
ⅳ.みなと⼤通りでは、道路再整備（歩道拡幅）を検討

しています。これに合わせて、市庁舎街区では、
新たに壁⾯後退を指定します。

現在、「関内駅前準特定地区」では、横浜市景観計画における制限内容に基づいた屋外広告物の
表⽰等が⾏われています。

今後、 「市庁舎前⾯特定地区」と「関内駅前準特定地区」が統合し、「関内駅前特定地区」とな
ってからも、おおむね現在と同様の制限内容となるよう景観計画を定めます。

■建築物の最⾼⾼さ
ⅲ.⼤規模な⼟地利⽤転換を⾏う際には、地区計画において最⾼⾼さを定め、

関内・関外地区のシンボルとなるような魅⼒と品格のある眺望景観を誘導します。

低層

中低層

中層

⾼層

d

e

ⅲ

４ 関内駅前特定地区の景観形成基準の考え⽅ ５ 関内駅前特定地区の屋外広告物の表⽰等に関する制限の考え⽅

６ その他

関内駅特定地区では、ACBにおいて
⽰した、
○関内地区の⽞関⼝としての⾵格ある
景観と、多くの⼈で賑わう魅⼒的な
駅前空間の形成

○⼤通り公園から横浜公園、さらに
海沿いへとつながる緑の軸線沿いの
魅⼒ある歩⾏者空間の形成

○「開港の地」としての歴史性
の３つの要素を普遍的な景観形成上の
要素として継承しつつ、次のような
考え⽅で改正を⾏いうことで、
これまで形成してきた景観がより良い
ものとなるよう誘導していきます。

※右の画像は再開発準備組合が平成29年に作成したイメージであり、今後の検討により⾒直される可能性があります。

※現市庁舎街区は、事業内容に合わせて、地区計画で建築物等の⾼さの最⾼限度を170ｍとします。

現市庁舎街区活用事業の提案内容について

中低層部の街並み形成

⾼層部の景観形成
▶ 透明感と品格あるデザイン
▶ 駅側から⼤幅にセットバック

し、駅前から視認できる配置
▶ 建物の太さを絞り空の広さを

⽣み出す平⾯外形

▶ ⾏政棟との調和に配慮し、
31ｍラインの分節による
街並みの連続性を創出

特別な機能の誘導
▶ 街に賑わいを⽣み出す
「国際的な産学連携」機能と
「観光・集客」機能
※機能は「特定都市再⽣緊急

整備地域」の⽅針に位置付け

広場
▶ 開放的な駅前空間を新たに
創出

▶ くすのき広場を継承した歩
⾏者空間「くすのきモール」

歩⾏者専⽤通路
▶ 周辺地域をつなぎ、回遊性を⾼める歩⾏者ネットワーク
▶ みなと⼤通りや横浜スタジアムのデッキを介して、⼭下

公園・元町・中華街⽅⾯へアクセス

歩道状空地
▶ みなと⼤通り沿い

に歩道状空地を
確保

⾏政棟の保存
▶ 既存建物の保存による

横浜らしい街並み景観
の形成

b

b

ⅳ

ⅰ

c港町
⺠間
街区

現市庁舎
街区

ⅱ

建築物の⾼さ︓170ｍ

ａ. 建築物は、周囲の街並みと調和のとれた形態意匠・⾊彩とします。
ｂ. 建築物の「駅前広場」に⾯する部分は、関内地区の⽞関⼝としての

⾵格や、活気と賑わいのある景観を創出する形態意匠とします。
特に、現市庁舎街区では、旧市庁舎と調和のとれた形態意匠・⾊彩とします。

ｃ. 建築物の低層部でみなと⼤通りに⾯する部分は、開放的なしつらえとし、
賑わいを創出する形態意匠とします。

ｄ. 建築物の中低層部は、関内地区の歴史ある街並みを表現し、
関内地区の⽞関⼝として魅⼒的な形態意匠とします。

ｅ. 建築物の中層部・⾼層部は、歩⾏者の視点からの圧迫感の軽減に
配慮した形態意匠とします。

ｆ. ⼯作物は、周囲の街並みと調和のとれた形態意匠・⾊彩とします。
ｇ. 現市庁舎街区の「駅前広場」に⾯する部分等に設置する⼯作物は、

旧市庁舎と調和のとれた形態意匠・⾊彩とします。
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関内駅前地区地区計画（市素案）の概要 資料５－３
名 称 関内駅前地区地区計画
位 置 中区尾上町、常盤町、真砂町、港町及び横浜公園地内
面 積 約13.9ha

地区計画の目
標

本地区は、ＪＲ関内駅と市営地下鉄関内駅の駅前に位
置し、開港以来、横浜の発展をけん引してきた関内地区
の玄関口として、長年にわたり市民に親しまれてきた横
浜の顔ともいうべき地区である。
令和２年の市役所機能の集約移転を契機として、市役

所機能に代わる新しい核を形成し、その核を中心に新た
なまちづくりを進めることは、関内・関外地区をはじめ
とした今後の都心臨海部全体がさらに活性化するために
非常に重要なものとなる。
本地区を含む関内駅周辺地区では、横浜市都市計画マ

スタープラン中区プランにおいて、市庁舎の移転に伴う
跡地・港町民間街区等を対象に、関内・関外地区の業務
再生をけん引する「国際的な産学連携」、来街者の増加
によって地域の商業需要を高める「観光・集客」の実現
を目指し、地区計画等の都市計画手法等を活用した適正
な誘導を通じて、関内・関外地区の活性化の核となるよ
うな新たなまちづくりを行うとしている。
また、本地区は平成30年に特定都市再生緊急整備地域

に指定され、地域整備方針において、「国際的な産学連
携」と「観光・集客」を土地活用のテーマに、地区のに
ぎわいと活性化の核づくりや回遊性の向上などの取組を
推進し、国際競争力と発信力のある拠点を形成すること
が目標に掲げられている。
本地区計画は、「国際的な産学連携」「観光・集客」

をテーマとした新たなまちづくりを推進し、土地の合理
的かつ健全な高度利用を図るとともに、来街者等が安心
して楽しく歩けるよう回遊性を高め、関内地区の玄関口
としてふさわしい魅力とにぎわいを創出し、関内・関外
地区の再生及び都心臨海部の活性化を図ることを目標と
する。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関

す
る
方
針

土地利
用の
方針

本地区計画の区域を、地区の特性に応じて５区分し、
土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。
１ Ａ地区
(1) 関内地区の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいを
創出するため、関内の顔となる周囲に開かれたシン
ボル空間を整備するとともに、「国際的な産学連携
」「観光・集客」に資する機能の積極的な誘導を図
り、関内・関外地区の活性化の核を形成する。

(2) 関内・関外地区の回遊性の強化を図るため、日本
大通りから横浜公園を経由して大通り公園へとつな
がる緑の軸線をなす緑を感じられる快適な歩行者空
間を整備する。

＜以下省略＞
地
区
整
備
計
画

地区施
設の
整備の
方針

１ 新たなまちを印象付ける駅前にふさわしいにぎわい
を創出し、かつ関内地区の玄関口として動線の基点と
なる空間を形成するため、駅前に面して広場１を整備
する。
旧くすのき広場の持つ憩いと緑豊かな潤いの空間を

継承しつつ、駅前から関内地区に広がるにぎわいを創
出するため、大通り公園と尾上町通りをつなぐ広場２
を整備する。

２ 日本大通りから横浜公園を経由して大通り公園へと
つながる安全で快適な歩行者動線を形成するため、横
浜公園と広場１をつなぐ歩行者デッキ及び歩行者専用
通路を整備する。
安全で快適な歩行者空間を確保し、関内地区と関外

地区の接続を強化するため、みなと大通りの歩道沿い
に歩道状空地を整備する。

地区施設
広場１ ⾯積約1,000㎡
広場２ ⾯積約 700㎡
歩⾏者デッキ 幅員6.0m

歩⾏者専⽤通路 幅員5.0m
歩道状空地 幅員1.5m

地区の区分
Ａ地区
Ｂ地区
Ｃ地区
Ｄ地区
Ｅ地区

壁⾯の位置の制限
道路の境界線から
2.5m以上後退

建築物等の整備の
方針

１ 関内地区の玄関口としてふさわしいまちづくりを推進す
るため、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、壁面
の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態
意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。

２ 建築物の低層部を中心に「国際的な産学連携」「観光・
集客」に資する機能やそれと連携した機能を積極的に導入
することでにぎわいを創出し、それらと共存する都心にふ
さわしい居住機能の導入も視野に入れたまちづくりを目指
す。

３ 関内地区の街並みと調和しつつ、玄関口としてふさわし
い活気とにぎわいのある景観を形成する。

４ Ａ地区においては、昭和34年に竣工した旧市庁舎（行政
棟）の保存活用などにより、新旧が混ざり合う関内・関外
地区らしい特色を持った新たなシンボルとして風格ある景
観を形成する。

５ 来街者等が円滑に移動するために、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した建築物とする。

６ 来街者等が安心して楽しく歩ける「歩きやすい地区」と
するため、歩行者と車両の交錯を減らすよう敷地内に流入
する車両を極力低減する等、安心・安全な歩行環境を形成
する。

７ 省エネルギー性能の高い設計とし、エネルギー効率の高
い建築設備の導入を図るなど環境に配慮した建築物とする。

８ 耐震性が高く、防災性に優れた建築物とし、来街者等の
滞留や避難が可能となるスペースや帰宅困難者の受入れス
ペースを確保するなど災害に強い安全な都市空間を形成す
る。

緑化の方針 潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空間を創出するた
め、来街者等の目に触れやすい歩行者空間を中心に、敷地内
の緑化を積極的に行う。
Ａ地区

重要な都市軸である緑の軸線上のつながりを意識し、来
街者等が立体的で奥行きを感じられる緑化を行う。また、
シンボルとなる樹木を配置するとともに、ＪＲ関内駅の駅
前から関内地区に広がる緑量感やにぎわいを演出する効果
的な緑化を行う。

地
区
整
備
計
画

地区施設の配置
及び規模

【図２】のとおり※ ※除外規定あり
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地 区 の
区分

名称 Ａ地区
面積 約2.3ha

建築物の用途
の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。
１ 住宅
２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる
もの
３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
４ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
５ 自動車教習所
６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所
又は場外車券売場
７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基
準法施行令（昭和25年政令第338号）第130条の９の５で定
めるもの

８ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（自己の使用のため
の貯蔵施設その他これに類するものを除く。）

壁面の位置の
制限

【図３】のとおり※ ※除外規定あり

建築物の高さ
の最高限度

170ｍ

建築物等の形
態意匠の制限

まちの景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等につい
て、地区全体の調和を図るよう配慮する。

建築物の緑化
率の最低限度 100分の7.5

【図１】

【図２】

【図３】



都市景観協議地区「行為指針」 

魅力ある都市景観を 
創造するための方針 

配慮すべき｢行為指針｣ 

１ 関内地区全域の行為指針 
(1) ゆとりある歩行者空間を

連続的に形成する。 
 

ア ゆとりある歩行者空間の創出 

(ｱ) 壁面後退が規定されている敷地では、ゆとりある歩行者空間を創出するた

め、歩道状空地を設ける。 

(ｲ) 交差点に接する角地においては、ゆとりある歩行者空間を整備する。 

イ 歩行者空間のしつらえの工夫 

(ｱ) 歩道状空地の隣地境界部では連続性を確保する 

(ｲ) 歩道状空地を歩道等と一体に利用できるしつらえにする。 

(ｳ) 歩道状空地を歩道と一体的にデザインする。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(2) 通りの低層部のしつらえ

を工夫して、連続性のある賑
わいを創出する。 

 

ア 都市景観協議地区図に示す「歩行者ネットワーク街路」に面する建築物にお

ける、低層部のしつらえの工夫による賑わいの創出 

(ｱ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」又は「商業のネットワー

ク街路」に面する建築物の低層部や空地には、通りの賑わいを創出するため、

楽しい活動や多様な機能を配置する。特に「商業のネットワーク街路」に面

する敷地の場合は、積極的に賑わいを形成する。 

(ｲ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」又は「商業のネットワー

ク街路」に面する建築物の低層部に楽しい活動や多様な機能を配置する場合

は、室内の様子がうかがえる形態意匠にする。 

(ｳ) 建築物の前面の空間が魅力的に利用されるよう、低層部と外構をデザイン

する。 

イ 「歩行者ネットワーク街路」に面する敷地における、特に配慮が必要な要素の

配置やデザインの工夫 

(ｱ) 住宅用途を設ける場合は、通りの賑わいを分断しないよう、住棟玄関やゴ

ミ置き場などの配置やデザインを工夫する。 

(ｲ) 駐車場や駐輪場は、街並みや賑わいの連続性を阻害しないよう配置、デザ

インを工夫する。 

(ｳ) 駐車場の出入口等の配置は、人通りの多い通り沿いを避ける。 

(ｴ) 商業・業務用途を設ける場合は、短時間利用のための駐輪スペースを確保

し、通りの賑わいや通行を阻害しないように配置、デザインする。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(3) 人々に交流を促す快適な

広場状空地を創出する。 
 

ア 誰でも気軽に利用できる場の提供 

(ｱ) 交差点に接する角地には、ゆとりある空間を創出し、低層部や外構をデザ

インする。 

(ｲ) 街角には休み、憩える場を創出する。 

(ｳ) 歴史的建造物や港などを望める位置には、憩える場を創出する。 

(ｴ) 屋内外の広場状空地には、モニュメントなどを展示する。 

イ 敷地内での新しい回遊ルートの創出 

敷地内や屋内に、通り抜けができる敷地内空地を創出し、新しい回遊ルート

を創造する。 

ウ バス停などの付近におけるゆとりある空間の創出 

バス停や鉄道駅付近の敷地には、広場状空地を整備し、ゆとりある空間を創

出する。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(4) 緑化や水際の活用により、
まちに潤いを創出する。 

 

ア 敷地内の緑化 

(ｱ) 街路樹などの公共空間の緑を補完し、多様なスケールの緑を創出する。 

(ｲ) 通りの演出として、店先や壁面、屋上の緑化を心がける。 

イ 水際の親水性の向上 

都市景観協議地区図に示す「水際の親水性が求められる部分」では、親水性

が向上するよう工夫する。 

資料５－４ 



１ 関内地区全域の行為指針 
(5) 関内地区の街並みの特徴
を生かす。 

 

ア 関内地区らしい街並みの継承による親密な空間の創出 

(ｱ) 街並みの連続性を創出するよう、建築物の 31ｍ以下の部分のデザインを

工夫する。 

(ｲ) 歩行者が親しみを持てる空間を創出するため、建築物の低層部と中低層部

のファサードを分節する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和する色彩を用いる。 

(ｴ) 関内地区らしい街並みを維持・創出するため、既存の建築物をリフォーム

して使い続ける。 

(ｵ) 壁面に取り付ける照明器具は、適度な光量にし、落ち着いた照明になるよ

う工夫する。 

イ 親密な空間の創出 

(ｱ) 日よけなどの備品の設置により、親密な空間を創出する。 

(ｲ) 多様な種類の植栽方法により、憩いの空間を創出する。 

ウ 賑わいの連続性の創出 

(ｱ) 駐車場や駐輪場は、街並みや賑わいの連続性を阻害しないよう配置、デザ

インを工夫する。 

(ｲ) 駐車場の出入口等の配置は、人通りの多い通り沿いを避ける。 

(ｳ) 商業・業務用途を設ける場合は、短時間利用のための駐輪スペースを確保

し、通りの賑わいや通行を阻害しないよう、配置、デザインを工夫する。 

(ｴ) 建築物の低層部には、通りに賑わいを創出するよう、楽しい活動や多様な

機能を配置する。 

(ｵ) 建築物の低層部に商業用途を設ける場合は、室内の様子がうかがえるよ

う、デザインを工夫する。 

(ｶ) 建築物の前面の空間が利用されるよう、低層部と外構をデザインする。 

エ 関内地区にふさわしい共同住宅の創出 

(ｱ) 住宅用途を設ける場合は、関内地区の街並みに調和した都心型住宅を創

る。 

(ｲ) 住宅用途を設ける場合は、賑わいを分断しないよう、住棟玄関やゴミ置き

場などの配置やデザインを工夫する。 

(ｳ) 高さが 31ｍを超える住宅用途の建築物は、圧迫感のない街並みを形成す

るため、中層部、高層部を塔状にするなどして、適切な隣棟間隔を確保する。 

オ 都市景観協議地区図に示す歴史的建造物や港への「見通し景観」の演出によ

る通りの個性の創出 

(ｱ) 眺望対象への見通しを阻害しないよう建築物や工作物、植栽等を配置す

る。 

(ｲ) 眺望対象が引き立つような建築物のデザインにする。 

(ｳ) 夜間の見通しを演出する。 

(ｴ) 「見通し景観」を魅力的に演出するよう、屋外広告物のデザインを工夫す

る。 

(ｵ) 歴史的建造物や港への見通しを楽しめるよう、本町通りの交差点付近の空

間を創出する。 

(ｶ) 「見通し景観」を魅力的に演出するよう、街路や公園等の公共空間のデザ

インを工夫する。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(6) ミナト横浜の歴史を大切
にし、関内地区の魅力・個性
を伸ばす。 

 

ア 歴史的建造物の保全活用 

歴史的建造物や土木遺構を保全し活用する。 

 

イ 歴史的建造物を引き立たせる工夫 

(ｱ) 歴史的建造物の敷地内に増築する場合は、歴史的建造物が引き立つよう、

デザインを工夫する。 

(ｲ) 都市景観協議地区図に示す「歴史的景観の形成を目指す部分」の建築物の

デザインは、歴史的建造物と調和させる。 

(ｳ) 歴史的建造物へのライトアップなどにより、街並みを演出する。 

ウ 開港の歴史の発信 

敷地の持つ歴史や物語を表現する。 

 



１ 関内地区全域の行為指針 
(7) 中層、高層の建築物は、デ
ザインを工夫し、魅力ある街
並みを形成する。 

 

ア 高さ 31ｍを超える建築物等による歩行者への圧迫感の軽減 

街並みにおける建築物等の圧迫感を軽減するため、分節化するなど建築物等

の高層部のデザインを工夫する。 

イ 高さ 31ｍを超える建築物等による眺望景観の演出 

(ｱ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」からの眺望を保全・創造する

よう、建築物等を配置する。 

(ｲ) 関内地区の街並みに調和し、魅力あるスカイラインを形成するよう、建築物等

の頭頂部のデザインを工夫する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和するよう、建築物等の中層部、高層部のデザイン

を工夫する。 

(ｴ) 隣接する地区やゾーンとの高さ制限の差が大きい敷地においては、建築物

等の当該高低差となる部分は、周辺の街並みに調和するよう配慮する。 

(ｵ) 高さが 31ｍを超える中層、高層の住宅用途の建築物は、圧迫感のない街並み

を形成するため、中層部、高層部を塔状にするなどして、適切な隣棟間隔を確保

する。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(8) 港や丘などからの眺望景

観が魅力的になるよう工夫
する。 

 

ア 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」から望める位置にある敷地にお

ける建築物等の演出 

(ｱ) 眺望景観の魅力を高めるよう、建築物等の壁面の向きや幅、形態、色彩等

のデザインを工夫する。 

(ｲ) 関内地区の街並みに調和し、魅力あるスカイラインを形成するよう、頭頂

部のデザインを工夫する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和するよう、建築物等の中層部、高層部のデザイン

を工夫する。 

(ｴ) 秩序ある広告景観を創出する。 

イ 都市景観協議地区図に示す横浜三塔への魅力ある眺望景観の創出 

(ｱ) 前景エリアの建築物等は、「横浜三塔への眺望の視点場」から眺望対象を

望めるデザインを工夫する。 

(ｲ) 前景エリアの建築物等は、頭頂部のデザインを工夫する。 

(ｳ) 前景エリアの建築物等は、港からの魅力的な眺望景観や歴史的景観に調和

するデザインにする。 

(ｴ) 後景エリアの建築物等は、頭頂部のデザインを工夫する。 

(ｵ) 後景エリアの建築物等は、眺望対象が引き立つよう、デザインを工夫する。 

(ｶ) 後景エリアでは、横浜三塔への魅力的な眺望を形成するよう秩序ある広告

景観を形成する。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(9) 関内地区の新しい魅力を
創造する。 

 

ア 文化芸術創造活動の奨励 

(ｱ) 新たな用途を誘導したり、新しい空間価値を創造する。 

(ｲ) 文化芸術創造活動を行えるスペースを用意し、活用する。 

イ 地区や通りごとの個性の創出 

(ｱ) 地区や通りごとに独自の景観を創造する。 

(ｲ) 地区や通りごとに独自の景観を創り出す活動を行う。 

ウ 夜間景観の形成 

(ｱ) 不快な照明環境を創出しない。 

(ｲ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」からの夜間の眺望景観を魅力

的に演出する。 

(ｳ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」からの夜間の眺望景観が魅力

的になるよう、屋外広告物の照明をデザインする。 

(ｴ) 夜間の横浜三塔への眺望景観を魅力的に演出する。 

(ｵ) 落ち着きのある夜間の街路景観を演出する。 

(ｶ) ライトアップを実施している周囲では、ライトアップと調和した照明環境

を創出する。 

(ｷ) 夜間の賑わいを創出するよう、室内から漏れる光を意識して、ファサード

のデザインを工夫する。 

(ｸ) 歩く楽しさを感じられる配置や配光にする。 

(ｹ) 広場状空地の特徴に応じて夜間照明のデザインを工夫する。 

(ｺ) 水際の夜間景観を演出する。 



(ｻ) 自動販売機を設置する場合は、街並みとの調和に配慮し、照明は最小限に

する。 

(ｼ) 地上駐車場には、落ち着いた照明を用いる。 

(ｽ) 夜間の広告景観を演出する。 

１ 関内地区全域の行為指針 
(10) 秩序ある広告景観を形成
する。 

 

ア 良好な景観、落ち着きのある街並みの創出 

(ｱ) 魅力的な眺望景観、街路景観を形成するよう、秩序ある広告景観を創出す

る。 

(ｲ) 大きな音を出すなど、まちの雰囲気を壊さないようにする。 

イ 魅力ある広告景観の創出 

質の高い広告景観を創造する。 

 

２ 地区別の行為指針 
(4) 関内駅前特定地区 

（変更の原案） 

ア 周囲の街並みと調和した外観の建築物が良好な景観を形成し、関内地区の玄

関口としての風格や、商業機能等による活気と賑わいのある空間を形成する。 

イ 大通り公園から横浜公園、さらに海沿いへとつながる緑の軸線沿いの魅力あ

る歩行者空間を形成する。 

ウ 関内駅前特定地区の格調を高め、活力と賑わいを創出する商業・業務の機能

の導入を推進し、特に建築物の低層部には、積極的に賑わいを形成する。 

エ 中層、高層の建築物は、魅力と品格のある眺望景観を形成する。 

オ 関内駅南口では、関内地区の玄関口としての風格とゆとりある街路空間を形

成する。 

カ 屋外広告物は、関内駅南口及びみなと大通りに面して魅力ある景観を形成

し、かつ、歩行者に圧迫感を与えない規模、位置、デザインにする。 
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